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 対策の詳細   

 １ 感染防止対策の徹底  

（１）基本的な感染防止対策 
・ 基本的な感染防止対策の徹底を継続。 

 マスク着用※ （不織布マスクで隙間なくフィット） 

 手指衛生  （頻繁な手洗い、消毒） 

 密回避   （密閉・密集・密接のどれか一つでも回避） 

 こまめに換気（換気扇の常時稼働や窓・扉の開放による１時間に２回 

以上の換気。特に高齢者施設、学校、保育所などにおい 

ては空気の流れを阻害しないよう効果的な換気を徹底） 

 体調管理  （体調不良時は出勤・出張・通学・部活・旅行・レジャー 

を含む全ての行動をストップし、医療機関を受診） 

※マスク着用に関する考え方 

・ 感染防止に向けた有力な武器として、マスクについては、国の基本的対

処方針に沿って人との距離（２ｍ以上）や会話の有無により、メリハリを

つけて着用（マスクを着用できればより安全であるが、以下の場面では外

すことも賢く行う）。 

 屋外で人との距離がある（ランニング、密にならない外遊びなど） 

 屋外で人との距離はないが、会話をほとんど行わない(徒歩での通勤など) 

 屋内で人との距離があり、会話をほとんど行わない 

・ 夏場については、熱中症防止の観点から、上記の屋外の場面ではマスク 

を外すことを推奨。 

・ ２歳未満（乳幼児）は、マスク着用を奨めない。 

・ 本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることのないよう注意。 

 
※学校などにおけるマスク着用の考え方 

・ 夏場を迎えるにあたり、児童生徒との間隔や会話の有無に留意し、以下

のマスク着用が不要な場面を改めて周知。 

 体育の授業（屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館などを含む） 

 運動部活動（体育の授業に準じつつ、各競技団体作成のガイドラインも 

踏まえて対応） 

 夏場の登下校時（熱中症対策を優先。公共交通機関利用の場合は着用） 

・ ２歳以上の未就学児には、人との距離に関わらず、マスク着用を一律に 

は求めない(幼稚園・保育所などで一時的に推奨していた着用方針を解除)。 
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・ 特に、感染事例が多く見受けられる「５つの場面」に注意。 
場面１ 飲酒を伴う懇親会など  （注意力が低下、大声になりやすい） 
場面２ 大人数や長時間の飲食 (２次会・３次会、深夜のはしご酒など) 
場面３ マスクなしでの会話  （車やバスでの移動の際も要注意） 
場面４ 狭い空間での共同生活（寮の部屋やトイレなど共用部分に注意） 
場面５ 居場所の切り替わり  （休憩室、更衣室、喫煙室などは要注意） 

  
（２）飲食・移動 

・ 会食の際は、マスク会食（食事は静かに、会話時はマスク着用）を徹底す 
るとともに、同一グループでの同一テーブル４人まで、２時間以内が目安。 

・ 感染防止対策が徹底されていない飲食店の利用は避け、「新型コロナ対策 
実施店舗向けステッカー取得店舗（第三者認証店）」の利用を徹底。 

・ エアロゾル感染（空中に浮遊するウイルスを吸い込んだ結果感染すること） 
の防止を一段と強化するための飲食店に対する換気設備工事（これに付随す 
る空気清浄機の購入含む）の支援制度について、６月３０日より受付開始。 

・ 旅行、レジャーに際しては、出発前には薬局などにおける無料検査を活用 
 するなど、移動中・移動先においても、「基本的な感染防止対策」を徹底。 

（３）イベント 
・ 「祭り、イベント等開催に向けた感染拡大防止ガイドライン」に基づき、 
マスクなどの準備、来場者の連絡先の把握など、感染防止対策を徹底。 

・ 出店・屋台などを設置する際には、店舗間の距離を保ち、参加者の接触 
が少なくなるよう配慮。 

 
（４）職場 

・ のどの痛みや発熱など、少しでも体調が悪い場合は、「休む」「休ませる」 
対応を徹底。 

・ あらゆる事業所で、マンパワー不足を想定したＢＣＰ（事業継続計画）を 
再確認。未策定の場合は、早急に策定。 

・ 事業所ごとに「ぎふコロナガード」（感染対策を監視し、健康状態を確認 
する責任者）を指定し、全従業員への教育と現場点検を徹底。 

・ 業種別ガイドラインを遵守。 

・ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤などにより、人との接触機会を低減。 
 
（５）観光 

・ “ほっと一息、ぎふの旅”キャンペーン（地域ブロック割）について、 
全国規模には拡大せず、感染状況を見極めながら、８月末まで延長実施。 

・ 県内観光関係団体と連携し、国のガイドラインに基づく感染防止対策を徹 
底した受入体制のもと、添乗員付きのパッケージツアーによる外国人観光客 
を受入れ。（６月１０日開始済み） 
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 ２ 検査体制及び各施設における対応の強化   

（１）高齢者・障がい者福祉施設における対応 

・ 施設で感染者が出た場合、直ちに接触者の職員、利用者を幅広く検査する 

とともに、入所施設においては、感染症対策専門家による早期支援を徹底。 

・ 施設における検体採取や施設内療養時の往診などを的確に行うため、施設 

の協力医療機関や地元医療機関との連携を強化。 

・ 施設職員に対する予防的検査を８月末まで延長するとともに、頻度を上げ 

るなど、感染をより早期発見できるよう検査の実効性を確保。 

・ 平時及び感染発生初動時における感染対策について、事業者団体と連携し、 

再点検を徹底。 

  ・ 高齢者・障がい者福祉施設の関係団体、感染症対策の専門家、県医師会な 

どを交えた連携会議を開催し、上記の対応強化策について、強力に働きかけ。 

 

（２）教育現場などにおける対応 

・ 夏季休業中の感染防止対策を徹底するため、児童生徒や保護者に対する 

メッセージを発信し、家族全員での感染防止対策を予め周知。 

  ・ 部活動における健康観察の徹底（必要に応じて検査も活用）。 

・ 小学校、幼稚園、保育所などの職員に対する予防的検査を８月末まで延長 

 するとともに、以下の取組みにより積極的な受検を促進。 

 小学校では、夏季休業明けの学校再開に向け、各学校で計画的に検査を

実施 

 幼稚園、保育所などに対しては、実施施設における検査実施の事例集を

作成・配布するとともに、頻度を上げて実施するよう要請 

・ 幼稚園、保育所などの関係団体との連携会議を開催し、上記の予防的検査 

 の積極的な受検のほか、マスク着用の考え方の周知徹底、感染防止対策にか 

 かるチェックリストの活用徹底などを呼びかけ。  
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 ３ ワクチン接種の加速化   

（１）若年層などへの３回目接種を促進 

①集中的な広報の実施 

・ 若年層（１０～３０代）をはじめ３回目までの接種を行っていない方に対 

し、あらゆる機会を捉え、「オール岐阜」で集中的な広報を展開。 

 県による広報（県公式ツイッター、YouTube、新聞広告、テレビなど） 

 市町村による各種媒体を活用した住民への広報 

 県内企業や各種団体などによる従業員・会員などへの周知啓発 

 商業施設など集客施設における周知啓発 

 イベントなどの機会を捉えた周知啓発 

②接種しやすい環境整備 

・ ３回目までの接種を希望する方々が速やかに接種できるよう、市町村にお 

いて個別接種、集団接種を実施。 

  ・ 県大規模接種会場（岐阜産業会館）を８月も開設し、都市部における３回 

目接種を加速化。 

 ・ アレルギーなどでｍＲＮＡワクチンを接種困難な方に対して組換えタンパ 

クワクチンであるノババックスワクチンの接種を、岐阜県総合医療センター 

に加え、県大規模接種会場（岐阜産業会館）においても実施。 

（７月２３日～。３回目接種に対応） 

・ 事業所などにおける、ワクチン接種のための休暇の取得など従業員やその 

家族が接種しやすい環境づくりを依頼。 

 

（２）重症化リスクの高い方への４回目接種を促進 
・ ６０歳以上の方や１８歳以上で基礎疾患のある方に速やかに接種できる 

よう市町村において個別接種、集団接種を実施。 

・ 高齢者施設の入所者について、８月までに希望者全員へ接種。 

・ 接種時期を迎える方（３回目接種から５か月経過）が、速やかに接種を受 

けられるよう接種券を送付。 

  ・ 県大規模接種会場（岐阜産業会館）を８月も開設し、都市部における４回 

目接種を加速化。 

・ 事業所などにおける、ワクチン接種のための休暇の取得など従業員やその 

家族が接種しやすい環境づくりを依頼。（再掲） 

・ 感染リスクを負いながら業務を行う医療従事者や高齢者施設などの従事 

 者を４回目接種の対象とする国の方針を踏まえて周知及び準備。 


